
【主な補助条件】
　★設備の購入や設置工事の着工前に手続きが必要です。
　★「⾼効率空調設備」「⾼効率照明機器」補助には、あらかじめ
　　　省エネ診断の受診が必要です。（省エネ診断費の補助あり　▶▶▶　　　　　）

三原市役所生活環境課（電話︓0848-67-6194）
〒723-8601 三原市港町三丁目5番１号

補助制度の詳細は、
市ホームページをご確認ください▶▶▶

　【申請・問い合わせ先】

個⼈向け補助⾦
①太陽光発電設備　　　　　　　　　　上限額　15万円
②蓄電池　　　　　　　　　　　　　　　　上限額　 ５万円
③宅配ボックス　　　　　　　　　　　　　上限額　 ２万円
④エネルギー管理システム　　　　　　　　　　上限額　 ２万円

事業者向け補助⾦
①太陽光発電設備　　　　　　　　　　上限額　150万円
②蓄電池 　　　　　　　　　　　　　　　上限額　100万円
③⾼効率空調設備※　　　　　　　　 上限額 　 40万円
④⾼効率照明機器※　　　　　　　　 上限額 　 60万円

【手続きの流れ】
①⾒積・
契約等

（申請者）

②交付申請
（申請者）

③交付決定
通知の送付

（市）

④設備の購
入・設置工事
（申請者）

⑤実績報告
（申請者）

（★約2週間）

2050年ゼロカーボン達成に向けて、
脱炭素につながる設備の導入費を
補助します。

⑥補助⾦
支払い
（市）


